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町民の皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。 
さて、市町村交通災害共済は、皆様が会費を出し合い、交通事故によりけがや死亡

した場合に見舞金をお支払いする相互扶助制度です。 

万一に備え、多くの町民の方が加入されますようにお勧めします。 

共済期間は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの１年間です。 
加入申込みについては、下記のとおりです。 

 
                 記 
 
１．「リーフレット」と「令和４年度 市町村交通災害共済 加入申込書」を 

各戸配布します。 
２．加入申込書（３枚複写）に記入してください。 
３．加入申込書（３枚複写のものすべて）に会費（掛金）を添えて＊月＊＊日（＊）ま

でに取りまとめされる方（ ＊＊＊＊ ）さんへお渡しください。 
＊会費 １人（年額） ５００円 

４．領収証書（会員証）を、（ ＊＊＊＊ ）さんを通してお返しいたします。 
 

＊なお、町内郵便局でも加入申込みができます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担 当 町民健康課町民係  

電 話 ６３－５０１０（直通） 

 

    

○対象となる交通事故は 

・国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車等の 

  交通に伴う接触、衝突、転落、転覆などの事故 

・歩行中、自動車、バイク、自転車等にはねられたりひかれたりした事故 

・踏切道における電車等との接触、衝突、その他の事故 

●対象とならない交通事故は（主なもの） 

・歩行中、交通事故以外の不注意による事故 

・無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故 

・幼児用乗用具（玩遊具）による自損事故 

・地震、洪水、津波等の天災による事故         など 

見舞金について 

市町村交通災害共済の加入申込みについて 


